
（法第２８条第１項関係様式例） 

令和元（平成 31）年度事業報告書 

 

  平成 31 年 1 月 1 日から  令和元年(平成 31)年 12 月 31 日まで 

 

（特定非営利活動法人の名称） 

ＮＰＯ法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ 

 

１ 事業の成果 

（１） カナエール福岡事務局運営（施設児童の進学を支援する奨学金プログラム） 

2014 年~2017 年までに行われたスピーチコンテストに出場し、現在進学中の施設等退所児童 7 名の奨学

金支給管理、及び年 2 回の面談交流会を実施し、引き続き大学卒業まで資金面・精神面の支援を継続し

ています。 

 

（２） 施設等児童への海外体験奨学支援プログラム「ステップパスポート」 

今年度は福岡市内の施設児童 2 名のカナダホームステイ体験プログラムを実施し、県内施設退所児童 1

名のフィリピン語学研修留学を実際しました。 

 

（３） 施設に暮らす高校 3 年生を対象とした卒園準備研修「ワンステップセミナー」 

昨年に続き、福岡市内及び県内児童養護施設に在所する高校 3 年生を対象として、市民のボランティア

と共にワークショップ形式でセミナーを実施しました。今年度は全 6 回のセミナーを実施し、21 名の施

設児童と 22 名の市民ボランティアが参加し、施設退所後の自立に必要となる様々な知識や情報について

学びました。更にセミナーに参加した児童には新生活で必要となる生活家電をプレゼントすると共に、

施設退所後にも集まれるイベントを実施します。 

   

（４） 一般市民を対象とした海外留学支援事業 

国際交流及び海外留学に関心のある一般市民を対象に、無料の留学相談、提案、現地教育機関の手配手

続き、渡航までの事前準備、及び国際交流機会の提供等を実施しました。当該年度は約 560 名以上の市

民に対して海外留学の相談業務を行い、約 238 名の方を海外へ送り出す支援を提供することができまし

た。更に定期的な国際交流イベントの実施提供により、延べ 350 名以上の市民の方に国際交流機会の提

供を行い、国際理解教育の普及促進に寄与することができました。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 

実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

事業費

の金額 

(千円) 

⑴ 児童養護施設等に対する、

地域市民との交流等に関

するイベントの企画及び

業務代行事業 

実施しなかった。      



⑵ 児童養護施設等の児童な

らびに出身者に対する、研

修や物品の贈呈を通した

社会への自立等の支援事

業 

カナエール福岡  
カナエルンジャ―交流会 

7 月 28
日（日）

小 戸 公

園 BBQ
交流会 

2 人 県内施設等退

所児童 5 人 
市民ボランテ

ィア 11 名 

120 

施設退所前児童への自立支援事業 
ワンステップセミナー 

  

通年 福 岡 市

内 
1 人 県内施設等児

童 21 人 
市民ボランテ

ィア 22 人 

1,500 

⑶ 児童養護施設の職員にた

いする研修事業 
実施しなかった。      

⑷ 児童養護施設等を支援す

る個人、団体の交流および

協力関係の促進事業 

定例会を企画 
実施。 

2 回 あ す み

ん等 
1 人 参加者 

5 人/回 
(一般市民) 

100 

⑸ 家庭養育に対する教育、助

言事業 
実施しなかった。      

⑹ 児童養護施設等に対する

コンサルティング事業 
実施しなかった。      

⑺ 児童養護施設等の児童な

らびに出身者、及び一般市

民に対する、海外留学の支

援事業 

施設児童の海外留学支援事業の企画

及び実施準備 
通年 福 岡 市

内 
1 人 参加者 

3 人 
(施設児童) 

2,500 

一般市民の海外留学支援事業の企画

相談及び支援実施 
通年 福 岡 県

内 
7 人 県内一般市民 

560 人 
29,665 

⑻ 前⑺号における海外留学

の支援事業に関する損害

保険代理店業務 

一般市民の海外留学支援事業に伴う

海外旅行保険の紹介並びに申込業務

通年 福 岡 県

内 
2 人 県内一般市民 

200 人 
2,000 

⑼ 一般市民に対する、児童養

護への理解向上為の情報

発信、出版事業等による普

及 

ホームページ、ブログ、SNS での情

報提供 
通年 事務所 1 人 一般市民多数 100 

⑽ その他本会の目的を達成

する為に必要な事業 
実施しなかった。      

 


